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は
じ
め
に

　　

江
戸
時
代
の
大
名
は
、
藩
庁
か
つ
居
所
で
あ
る
国
許
の
城
や
江
戸
屋
敷
に
大
規
模

な
庭
園
を
構
え
て
い
た
。

　

尾
張
藩
で
も
、名
古
屋
城
の
二
之
丸
御
庭
と
下
御
深
井
御
庭
、名
古
屋
城
下
に
あ
っ

た
御
下
屋
敷
、
江
戸
の
市
谷
屋
敷
や
戸
山
屋
敷
と
い
っ
た
各
地
の
屋
敷
に
庭
園
を
構

え
て
い
た⑴
。
こ
れ
ら
の
庭
園
は
、
園
内
に
池
泉
や
築
山
を
設
け
て
園
路
を
つ
な
い

だ
回
遊
式
庭
園
で
あ
っ
た
。
特
に
戸
山
屋
敷
の
庭
園
は
、
十
一
代
将
軍
家
斉
が
数
度

に
わ
た
っ
て
来
訪
し
た
名
園
と
し
て
知
ら
れ
、
池
泉
や
築
山
の
ほ
か
、
架
空
の
宿
場

町
が
設
け
ら
れ
る
な
ど
、
遊
芸
に
富
ん
だ
空
間
が
広
が
っ
て
い
た
。

　

こ
れ
ら
の
尾
張
藩
の
庭
園
は
、
明
治
以
降
ほ
と
ん
ど
が
官
庁
や
軍
事
施
設
の
敷
地

と
な
っ
た
た
め
に
破
却
さ
れ
た
。
現
在
で
は
、
二
之
丸
庭
園
の
池
組
の
一
部
が
残
る

だ
け
で
、
江
戸
時
代
の
景
観
と
は
ほ
ど
遠
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
。

　

本
考
で
は
、
か
つ
て
名
古
屋
城
に
存
在
し
た
庭
園
で
あ
る
下
御
深
井
御
庭
に
関
す

る
文
献
や
図
面
を
も
と
に
、
江
戸
時
代
の
景
観
や
利
用
方
法
に
つ
い
て
検
討
し
て
い

き
た
い⑵
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
初
期
に
存
在
し
た
薬
園
な
ど
の
施
設
や
、
十
代
藩
主

斉
朝⑶
の
隠
居
屋
敷
で
あ
る
新
御
殿
等
の
変
遷
に
も
触
れ
、
下
御
深
井
全
体
の
考
察
を

通
史
的
に
加
え
た
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
紙
面
の
都
合
に
よ
っ
て
割
愛
し
、
次
号

の
検
討
課
題
と
し
た
い
。
今
回
は
十
九
世
紀
前
半
に
名
古
屋
城
の
庭
園
を
改
造
し
た

斉
朝
の
治
世
下
に
時
期
を
限
っ
て
着
目
し
、
下
御
深
井
御
庭
の
利
用
の
一
端
を
紹
介

し
た
い
。

一
　
下
御
深
井
御
庭
の
概
要

　　

下
御
深
井
御
庭
は
名
古
屋
城
の
北
に
広
が
る
低
湿
地
帯
に
造
営
さ
れ
た
、
約

十
三
万
坪
に
及
ぶ
巨
大
庭
園
で
あ
っ
た
。『
金
城
温
古
録
』
に
よ
る
と⑷
、
元
々
は
名

古
屋
城
築
城
時
の
土
取
場
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
土
地
で
、
築
城
時
の
土
取
場
跡

と
さ
れ
る
蓮
池
を
中
心
に
自
然
の
景
観
を
色
濃
く
残
し
て
い
た
。
創
建
に
関
し
て
は

詳
ら
か
で
な
い
が
、
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）
三
代
将
軍
家
光
の
上
洛
に
あ
わ
せ

て
、
初
代
藩
主
義
直
が
造
営
し
た
の
が
下
御
深
井
御
庭
だ
と
さ
れ
る
。
立
地
的
に
は

名
古
屋
城
の
後
背
地
に
あ
た
る
た
め
、
有
事
の
際
の
防
衛
機
能
も
担
っ
て
お
り
、
庭

園
北
側
に
は
外
か
ら
の
視
界
を
遮
る
た
め
松
が
植
林
さ
れ
て
い
た
。

　

二
代
藩
主
光
友
時
代
の
万
治
年
間
（
一
六
五
八
～
六
一
）
に
は
、
松
林
よ
り
北
に

敷
地
が
拡
張
さ
れ
、
唐
草
堀
と
呼
ば
れ
た
沼
地
が
庭
園
に
組
み
込
ま
れ
た
。
寛
文
三

年
（
一
六
六
三
）
に
は
、
庭
園
の
東
側
に
御
用
水
が
開
削
さ
れ
、
庄
内
川
の
水
が
蓮

池
に
引
き
入
れ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
天
明
年
間
（
一
七
八
一
～
八
九
）、
庭
園
北
を
流
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れ
て
い
た
大
幸
川
と
堀
川
が
接
続
さ
れ
、
大
幸
川
が
庭
園
の
北
際
と
西
際
を
沿
う
よ

う
に
な
っ
た
。
御
用
水
か
ら
蓮
池
に
流
入
し
た
水
は
大
幸
川
に
合
流
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
に
は
唐
草
堀
が
田
地
と
し
て
開
墾
さ
れ
、
御
深

井
新
田
と
呼
ば
れ
た
。

　

文
政
年
間
（
一
八
一
八
～
三
〇
）
に
は
、
十
代
藩
主
斉
朝
に
よ
る
庭
園
の
改
造
が

お
こ
な
わ
れ
た
。
斉
朝
は
文
政
十
年
（
一
八
三
〇
）
に
隠
居
し
た
後
も
嘉
永
三
年

（
一
八
五
一
）
に
死
去
す
る
ま
で
約
二
十
年
に
わ
た
っ
て
、
下
御
深
井
御
庭
の
西
に

設
け
た
新
御
殿
に
居
住
し
て
お
り
、
庭
園
の
改
造
を
続
け
た
。
と
り
わ
け
、
天
保
五

年
（
一
八
三
四
）
に
は
、
江
戸
の
戸
山
屋
敷
を
模
倣
し
た
と
み
ら
れ
る
架
空
の
宿
場

町
「
杉
股
町
」
と
門
前
町
「
達
磨
町
」
が
造
営
さ
れ
た⑸
。

　

明
治
維
新
後
も
下
御
深
井
御
庭
は
尾
張
徳
川
家
の
私
有
地
と
さ
れ
た
が
、
明
治

二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
に
陸
軍
の
練
兵
場
と
な
っ
た
た
め
庭
園
全
体
が
解
体
さ
れ

江
戸
自
体
の
景
観
が
失
わ
れ
た
。
戦
後
は
か
つ
て
の
庭
園
の
大
部
分
が
名
城
公
園
と

し
て
整
備
さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
な
お
、
令
和
四
年
に
は
公
園
整
備
に
と
も
な

う
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
、
江
戸
時
代
の
庭
園
で
使
用
さ
れ
て
い
た
陶
器
類
や
窯
道

具
、
池
の
痕
跡
等
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

二
　「
下
御
深
井
図
面
」
の
景
観

　　

江
戸
時
代
の
下
御
深
井
御
庭
の
景
観
に
つ
い
て
は
「
下
御
深
井
図
面
」⑺
に
描
か
れ

た
情
報
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
図
面
上
の
茶
席
の
設
置
状
況
や
図
面
に
付
さ
れ

た
貼
紙
に
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
の
改
変
履
歴
が
記
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
、
こ
の

画
面
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
斉
朝
が
新
御
殿
に
居
住
し
た
天
保
か
ら
嘉
永
年
間
に

か
け
て
の
姿
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

下
御
深
井
御
庭
の
中
心
は
庭
園
の
南
半
分
を
占
め
る
蓮
池
で
あ
っ
た
。
池
に
は
多

く
の
築
島
が
設
け
ら
れ
、
周
囲
に
は
築
山
や
松
林
の
ほ
か
、
来
客
を
も
て
な
す
た
め

の
松
山
茶
屋
・
竹
長
押
茶
屋
・
瀬
戸
茶
屋
と
い
う
三
つ
の
茶
席
が
建
て
ら
れ
て
い
た
。

蓮
池
の
南
岸
に
あ
っ
た
竹
長
押
茶
屋
の
隣
に
は
弁
財
天
を
祀
っ
た
弁
天
島
が
あ
っ
た

ほ
か
、
正
門
と
さ
れ
る
庭
園
西
側
の
茅
庵
御
門
付
近
に
は
観
音
堂
、
松
山
茶
屋
の
北

付
近
に
は
地
蔵
堂
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

　

蓮
池
の
東
岸
に
あ
っ
た
瀬
戸
茶
屋
の
北
東
に
は
、瀬
戸
山
と
い
う
築
山
が
あ
っ
た
。

瀬
戸
山
に
設
け
ら
れ
た
陶
窯
で
は
、
尾
張
藩
の
御
庭
焼
で
あ
る
御
深
井
焼
が
生
産
さ

れ
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
蓮
池
に
あ
る
萩
島
の
陶
窯
は
十
二
代
藩
主
斉

荘
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
も
の
で
、
楽
焼
で
あ
る
萩
山
焼
が
生
産
さ
れ
て
い
た
。

　

蓮
池
の
北
沿
い
一
帯
に
は
、
義
直
時
代
か
ら
の
松
林
で
あ
る
松
山
が
広
が
り
、
西

に
は
杉
股
宿
、
東
に
は
達
磨
町
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
蓮
池
の
周
囲
は
茶
席
も
含
め

て
園
路
で
つ
な
が
っ
て
お
り
、
各
施
設
を
回
遊
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

庭
園
の
北
半
分
に
は
天
明
四
年
以
降
に
開
拓
さ
れ
た
田
畠
が
広
が
っ
て
お
り
、
周
辺

村
落
の
住
民
に
作
料
を
払
っ
て
耕
作
さ
せ
て
い
た
。
田
畠
は
御
小
納
戸
役
所
の
管
轄

で
あ
り
、
収
穫
高
や
年
貢
高
が
管
理
さ
れ
て
い
た
。

三
　
下
御
深
井
御
庭
の
施
設
と
利
用

　

名
古
屋
に
在
国
中
の
斉
朝
は
、
下
御
深
井
御
庭
へ
の
御
成
を
頻
繁
に
実
施
し
た
。

ま
た
、
女
中
や
重
臣
に
よ
る
御
庭
拝
見
も
度
々
行
わ
れ
て
い
た
。

　

こ
こ
で
は
「
下
御
深
井
図
面
」
や
『
金
城
温
古
録
』
の
ほ
か
、
茶
席
の
間
取
り
を

示
し
た
平
面
図
か
ら
、
庭
園
内
に
あ
っ
た
主
要
な
施
設
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。
さ

ら
に
、
藩
主
の
私
生
活
に
お
け
る
世
話
を
職
務
と
し
た
御
小
納
戸
役
所
の
業
務
日
誌

（6）

（9）

（8）

（11）

（10）
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で
あ
る
「
尾
州
御
小
納
戸
日
記
」
及
び
「
尾
州
御
留
守
日
記
」
の
記
事
を
も
と
に
、

斉
朝
が
藩
主
と
し
て
名
古
屋
に
在
国
す
る
よ
う
に
な
っ
た
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）

か
ら
文
政
十
年
（
一
八
三
〇
）
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
行
事
を
確
認
し
、
下
御
深
井

御
庭
の
利
用
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

①
南
御
波
止
場
と
北
御
波
止
場

　

下
御
深
井
御
庭
の
入
口
は
、
正
門
と
さ
れ
る
西
側
の
茅
庵
御
門
と
東
側
の
高
麗
御

門
の
二
つ
が
存
在
し
た
が
、藩
主
の
居
所
で
あ
る
二
之
丸
と
下
御
深
井
の
往
来
に
は
、

水
堀
を
渡
る
水
上
ル
ー
ト
が
使
用
さ
れ
た
。
二
之
丸
西
側
の
石
垣
に
設
け
ら
れ
た
埋

門
に
は
、
堀
下
に
降
り
る
た
め
の
梯
子
が
架
け
ら
れ
て
お
り
、
降
り
た
先
に
は
「
南

御
波
止
場
」が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
南
波
止
場
に
は
船
が
常
時
繋
留
さ
れ
て
お
ら
ず
、

必
要
な
時
に
は
、
対
岸
の
下
御
深
井
側
に
定
番
で
詰
め
て
い
た
水
主
が
御
座
船
を
出

す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　

下
御
深
井
側
の
船
着
場
で
あ
る
「
北
御
波
止
場
」
は
、
竹
長
押
茶
屋
の
南
付
近
に

あ
り
、
水
堀
に
面
し
て
設
置
さ
れ
て
い
た
。
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
ま
で
は
北
御

波
止
場
に
御
座
船
が
繋
留
さ
れ
て
い
た
が
、
以
降
は
北
御
波
止
場
の
西
に
あ
っ
た
御

次
波
止
場
に
船
が
繋
留
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

御
次
波
止
場
の
横
に
は
、
水
主
の
詰
所
で
あ
っ
た
御
船
番
所
が
あ
り
、
彼
ら
が
水

堀
に
お
け
る
渡
船
を
担
っ
て
い
た
。
文
化
以
前
の
御
船
番
所
は
、
屋
根
と
庇
が
藁
葺

き
の
苫
屋
の
よ
う
な
建
物
で
あ
っ
た
が
、文
政
以
降
は
庇
が
瓦
に
葺
き
替
え
ら
れ
た
。

さ
ら
に
安
永
六
年
（
一
八
五
九
）
に
は
、
御
船
番
所
の
横
に
御
船
蔵
が
新
設
さ
れ
、

御
座
船
が
格
納
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

②
蓮
池

　

蓮
池
は
先
述
の
と
お
り
、
下
御
深
井
御
庭
の
南
半
分
を
占
め
て
い
た
池
で
あ
る
。

十
七
世
紀
前
半
の
名
古
屋
城
絵
図
を
見
る
と
、「
下
御
深
井
図
面
」
に
描
か
れ
て
い

る
よ
う
な
水
堀
と
蓮
池
を
隔
て
る
園
路
は
存
在
せ
ず
、
水
堀
と
蓮
池
が
直
接
繋
が
っ

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
当
初
は
さ
し
た
る
水
源
が
無
く
頻
繁
に
枯
渇
し
た
と
さ
れ

る
が
、
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
の
御
用
水
開
削
後
は
、
水
堀
と
蓮
池
が
明
確
に
隔

て
ら
れ
、
蓮
池
に
庄
内
川
の
水
が
引
き
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
も
定

期
的
に
水
浚
が
お
こ
な
わ
れ
、
文
政
年
間
に
は
水
浚
で
出
た
土
を
使
っ
て
、
池
に
複

数
の
築
島
が
設
置
さ
れ
た
。

　

蓮
池
に
浮
か
ぶ
弁
天
島
で
は
年
三
回
の
神
事
が
執
り
行
わ
れ
、
御
小
納
戸
役
所
の

役
人
が
代
参
し
て
い
た
。
ま
た
、文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
に
旱
魃
が
起
き
た
際
は
、

安
性
寺
か
ら
僧
を
招
い
て
雨
乞
い
の
祈
祷
を
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
次
に
引
用
し
た
「
尾
州
御
留
守
日
記
」
の
記
事
を
見
る
と
、
斉
朝
の
下
御

深
井
御
庭
へ
の
御
成
で
は
、
鷺
や
鴨
の
狩
猟
の
ほ
か
に
、
蓮
池
で
打
網
を
用
い
た
鯉

漁
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

【
史
料
１
】「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
化
八
年
五
月
二
十
三
日

一
今
朝
下
御
深
井
御
泉
水
ニ
而
為
御
捕
之
鯉
一
尾
、
御
内
々
ニ
而
隼
人
正
殿
江
被
下

置
と
の
御
事
ニ
付
、
御
肴
添
手
紙
と
も
屋
敷
江
為
持
相
廻
至
極
和
巾
被
下
置
思

召
ニ
付
、
急
度
御
礼
に
も
不
及
旨
申
遣
候
処
、
返
報
御
礼
申
来
り
候
付
申
上
候

【
史
料
２
】「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
化
八
年
六
月
二
十
九
日

一
昼
後
下
御
深
井
江
被
為
成　

為
御
捕
之
鯉
魚
五
尾
有
之
候
付
、
思
召
を
以
御

（13）

（14）

（15）

（16）

（12）



61 名古屋城調査研究センター研究紀要　第４号（2023 年）　

　

帰
御
被
遊
候

　
　

右
ニ
付
、
御
次
向
江
御
酒
被
下
置
、
御
水
主
之
者
江
も
御
酒
被
下
候
付
、
御
次

酒
相
廻
候

【
史
料
６
】「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
化
十
年
八
月
十
三
日

一
夕
方
ゟ
下
御
庭
江
被
為
成
、
御
泉
水　

御
乗
船
、
御
遊
慰
之
上
入
夜
五
ツ
半
時
頃　

　

帰
御
被
遊
候

　
　

右
ニ
付
御
次
向
江
御
酒
被
下
候
并
御
水
主
之
者
江
も
御
酒
被
下
候
付
止
々
之
相

廻
候

　

こ
れ
ら
の
記
事
に
よ
る
と
、
斉
朝
は
夕
方
か
ら
五
半
時
ま
で
乗
船
し
て
、
近
臣
や

水
主
を
交
え
て
酒
宴
を
開
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
蓮
池
内
の
乗
船
場
所
に
つ
い

て
は
詳
細
不
明
だ
が
、「
瀬
戸
御
茶
屋
絵
図
」
に
描
か
れ
た
同
茶
屋
の
間
取
り
を
見

る
と
、
蓮
池
の
水
上
に
大
き
く
張
り
出
し
た
く
れ
縁
か
ら
「
御
船
上
リ
場
」
と
い
う

桟
橋
が
突
き
出
し
て
お
り
、
瀬
戸
茶
屋
に
乗
船
す
る
た
め
の
設
備
が
存
在
し
て
い
た

こ
と
が
分
か
る
。

　

ま
た
、
蓮
池
に
は
同
様
に
蓴
菜
が
自
生
し
て
お
り
、
下
御
深
井
御
庭
の
名
物
と
し

て
扱
わ
れ
て
い
た
。
蓮
池
の
蓴
菜
は
「
肥
膏
に
し
て
美
味
他
の
及
ぶ
べ
き
な
し
」
と

評
さ
れ
、
胃
腸
に
効
能
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。「
尾
州
御
留
守
日
記
」
に
は
、
蓴

菜
の
収
穫
記
事
が
頻
繁
に
確
認
で
き
る
。

【
史
料
７
】「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
化
八
年
四
月
二
十
六
日

一
水
戸
様
江
以　

御
直
書
左
之
御
品
被
遣
、
御
書
老
女
歌
園
江
相
渡
御
品
も
同
人
江

相
渡
之
、
尤
今
便
差
立
之
筈

内
々
山
城
守
殿
初
四
人
衆
并
野
村
佐
太
夫
江
被
下
置
と
の
御
事
ニ
候
、
則
奉
手

紙
を
以
夫
々
被
下
之
儀
取
扱
候
処
、
御
礼
被
申
上
候

但
御
内
々
之
御
事
ニ
付
別
段
御
礼
ニ
ハ
不
及
返
報
ニ
御
礼
被
申
上
候
事

【
史
料
３
】「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
化
八
年
七
月
二
日

一
八
ツ
時
過
よ
り
下
御
深
井
江
被
為
成
候
間
打
網
被　

仰
付
、
鯉
魚
八
本
御
手
ニ
入

候
付
、
三
本
掃
部
頭
様
江
御
内
々
被
進
之
、
即
刻
相
廻
御
礼
被　

仰
上
候
、
外

ニ
長
野
七
郎
右
衛
門
江
も
御
内
々
一
本
被
下
置
為
持
相
廻
御
礼
申
上
候

【
史
料
４
】「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
化
八
年
八
月
二
十
一
日

一
今
日
下
御
深
井
ニ
而
為
御
捕
之
鯉
一
尾
ツ
ヽ
御
側
大
寄
合
三
人
山
澄
将
監
髙
橋
司

書
小
笠
原
惣
左
衛
門
江
御
内
々
被
下
置
候
付
、
如
例
取
扱
為
持
相
廻
候

　

こ
れ
ら
の
記
事
は
斉
朝
が
初
入
国
し
た
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
の
も
の
で
、
他

の
年
に
は
鯉
の
打
網
に
関
し
て
記
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、
以
降
も
行
わ
れ
て
い
た
と

推
測
さ
れ
る
。
斉
朝
が
下
賜
し
た
の
は
、
成
瀬
隼
人
正
・
竹
腰
山
城
守
ら
年
寄
衆
、

八
代
藩
主
宗
勝
の
六
男
で
あ
る
松
平
掃
部
守（
勝
長
）、山
澄
将
監
ら
御
側
大
寄
合
で
、

初
入
国
の
と
き
の
下
賜
品
と
し
て
御
拳
の
鯉
が
尾
張
家
一
門
や
重
臣
衆
に
与
え
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

さ
ら
に
、
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
に
は
、
斉
朝
が
蓮
池
で
舟
遊
び
を
し
た
こ
と

が
分
か
る
記
録
が
残
っ
て
い
る
。

【
史
料
５
】「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
化
十
年
七
月
二
十
八
日

一
夕
方
ゟ
下
御
深
井
江
被
為
成
、
御
泉
水
御
乗
船
、
入
夜
緩
々
御
遊
之
上
五
半
時
頃　

（17）
（18）
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御
深
井

　
　
　
　

蓴
菜　
　
　

一
桶　
　

金
海
鼠　
　

一
箱

右
御
品
ハ
表
出
来
、
蓴
菜
ハ
奥
ニ
て
為
来
御
勝
手
江
相
渡
、
御
品
之
詰
入
出
来

之
上
御
賄
方
ゟ
受
取
奥
江
相
渡
候

【
史
料
８
】「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
政
四
年
四
月
二
十
六
日

一
御
深
井
蓴
菜
左
之
通
被
進
今
便
差
下
候
付
而
者
、
中
務
大
輔
様
江
被
進
之
分
ハ
御

品
御
賄
所
よ
り
江
戸
表
江
差
下
さ
せ
、
彼
地
お
ゐ
て
役
所
江
指
出
候
様
申
談
〔
御

品
引
渡
等
役
懸
／
に
て
取
扱
〕
奉
簡
江
戸
表
同
役
迄
差
下
着
之
上
、
如
例
熨
斗

添
相
廻
方
取
計
有
之
様
添
紙
を
以
申
遣
候
、
其
余
女
中
取
扱
之
分
ハ
御
品
拵
さ

せ
候
上
、
此
表
大
奥
江
引
渡
候
、
右
蓴
菜
之
儀
前
簾
ゟ
御
庭
方
お
ゐ
て
採
ら
せ

候
儀
并
桶
箱
出
来
方
共
役
懸
江
申
談
、
且
御
賄
所
ニ
而
塩
詰
ニ
致
さ
せ
候

　
　

一
橋
一
位
様　

兵
部
卿
様　

乗
蓮
院
様　

維
学
心
院
様

　
　
　
　
　
　
　
　

江　

女
中
奉
文
ニ
而
被
進

　
　
　

蓴
菜
一
桶
ツ
ヽ

　
　
　
　

但
一
桶
三
升
入
桶
上
椹
外
箱
樅
ニ
而
出
来

　
　

一
右
ニ
添
候
御
熨
斗
之
儀
ハ
女
中
に
而
取
扱

　

中
務
大
輔
様
江　

御
小
納
戸
頭
取
奉
切
紙

　
　
　

右
同
断

　
　
　
　

但
同
断

　

公
儀
老
女
衆
初
江
女
中
ニ
而
取
扱

　
　
　

蓴
菜
弐
桶

　
　
　
　

但
壱
斗
入
桶
杉
ニ
而
出
来
外
箱
無
之

　
　

以
上

【
史
料
９
】「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
政
六
年
四
月
二
十
四
日

一
御
深
井
蓴
菜
弐
桶
〔
三
升
／
入
〕
直
七
郎
様
江
被
進
筈
ニ
付
木
部
茂
十
郎
迄
自
筆

を
以
及
運
合
御
品
御
賄
方
ゟ
為
相
廻
候

〔
頭
注
〕
五
月
十
七
日　

本
文
蓴
菜
之
儀
已
来
分
三
升
入
二
桶
ツ
ヽ
相
廻
候
而

運
候
旨
江
戸
表
よ
り
申
越
候

【
史
料
10
】「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
政
六
年
五
月
一
日

一
御
深
井
蓴
菜
中
務
大
輔
様
江
被
進
相
成
候
処
、
右
御
礼
奉
状
頭
取
筆
頭
筆
末
名
前

ニ
而
申
来
候
付
、
已
来
惣
連
名
ニ
相
認
候
様
右
御
用
人
浦
井
小
左
衛
門
江
申
遣

候
　
　

但
右
奉
状
之
儀
今
般
者
其
侭
入
御
覧
候

【
史
料
11
】「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
政
九
年
三
月
十
七
日

一
御
庭
之
蓴
菜
御
年
寄
衆
江
御
内
々
被
下
之
御
事
ニ
付
於
御
用
席
相
達
右
品
ハ
夫
々

屋
敷
江
為
持
遣
候

【
史
料
12
】「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
政
十
年
四
月
十
四
日

一
御
深
井
蓴
菜
壱
桶
中
将
様
江
被
進
筈
に
付
右
一
桶
御
賄
方
江
為
相
廻
候

一
右
同
断
弐
桶
乗
蓮
院
様
江
被
進
筈
ニ
付
御
品
大
奥
江
為
相
廻
候

【
史
料
13
】「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
政
十
年
四
月
二
十
九
日

一
御
年
寄
衆
江
蓴
菜
壱
桶
ツ
ヽ
御
内
々
被
下
と
の
御
事
ニ
付
被
下
之
儀
取
扱
候
処
則

御
礼
被
申
上
及
言
上
候
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松
山
茶
屋
に
つ
い
て
は
、
今
回
確
認
し
た
範
囲
の
「
御
留
守
日
記
」
に
は
利
用
記

事
が
確
認
で
き
な
い
た
め
、
斉
朝
時
代
の
具
体
的
な
利
用
方
法
は
詳
ら
か
で
な
い
。

た
だ
し
、
後
述
す
る
【
史
料
19
】
を
み
る
と
、
文
政
八
年
（
一
八
二
四
）
に
重
臣
衆

が
下
御
庭
の
拝
見
を
し
た
際
に
、
松
山
・
瀬
戸
・
竹
長
押
茶
屋
の
清
掃
が
行
わ
れ
て

い
る
た
め
、
拝
見
時
に
は
他
の
茶
室
と
と
も
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
「
下
御
深
井
図
面
」
と
「
松
山
御
茶
屋
絵
図
」
の
間
取
図
か
ら
、
部
屋
の
構
造

や
眺
望
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
間
取
図
で
は
、
北
寄
り
に
藩
主
の
御
座
所
で
あ
る

御
上
段
が
南
向
き
で
存
在
し
て
お
り
、
蓮
池
越
し
に
築
山
で
あ
る
鈴
久
山
を
眺
め
る

構
造
に
な
っ
て
い
た
。
御
上
段
の
東
隣
に
は
御
涼
所
と
呼
ば
れ
た
東
西
に
長
い
部
屋

が
あ
り
、
北
側
と
東
側
を
巡
る
よ
う
な
形
で
高
欄
付
き
の
く
れ
縁
が
付
い
て
い
た
。

風
通
し
の
良
い
縁
側
か
ら
松
林
の
眺
望
を
楽
し
む
た
め
に
設
け
ら
れ
た
場
所
で
あ
っ

た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

イ　

竹
長
押
茶
屋

　

竹
長
押
茶
屋
は
蓮
池
の
南
に
あ
っ
た
茶
席
で
、
建
物
の
北
側
が
蓮
池
に
面
し
て
い

た
。竹
長
押
の
名
は
軒
廻
り
の
長
押
が
二
つ
割
り
の
竹
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。

藩
主
が
江
戸
在
府
時
は
御
小
納
戸
の
役
所
と
な
っ
た
ほ
か
、
有
事
の
際
に
は
藩
主
が

仮
住
ま
い
す
る
御
座
所
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
『
金
城
温
古
録
』
に
描
か
れ
た
図
に

よ
っ
て
、
名
古
屋
城
の
御
深
井
丸
か
ら
下
御
深
井
の
方
向
を
眺
め
る
と
、
木
々
の
合

間
に
竹
長
押
茶
屋
の
屋
根
が
見
え
て
い
た
様
子
が
分
か
る
。

竹
長
押
茶
屋
を
描
い
た
と
み
ら
れ
る
図
面
は
「
中
野
御
茶
屋
絵
図
」
と
記
さ
れ
、「
下

御
深
井
図
面
」に
描
か
れ
た
竹
長
押
茶
屋
と
は
間
取
り
が
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

　

蓴
菜
は
例
年
四
月
頃
に
収
穫
さ
れ
て
い
た
。
内
々
に
年
寄
衆
へ
と
下
賜
さ
れ
て
い

る
こ
と
も
あ
る
が
、
臣
下
だ
け
で
な
く
、
水
戸
家
当
主
や
斉
朝
の
実
家
に
あ
た
る
一

橋
家
の
縁
者
、
尾
張
藩
の
世
継
な
ど
、
江
戸
に
住
む
徳
川
一
門
に
対
し
て
も
、
わ
ざ

わ
ざ
名
古
屋
か
ら
送
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

③
下
御
深
井
御
庭
の
三
茶
席

　

先
述
し
た
蓮
池
周
り
の
三
茶
席
に
は
間
取
り
を
示
し
た
図
面
が
残
さ
れ
て
い
る
た

め
、
部
屋
の
構
造
を
理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
三

茶
席
に
関
す
る
図
面
や
記
録
を
元
に
、
斉
朝
時
代
の
茶
席
利
用
に
つ
い
て
検
討
を
加

え
た
い
。

　
　

ア　

松
山
茶
屋

　

松
山
茶
屋
は
蓮
池
の
北
沿
い
に
広
が
る
松
山
付
近
に
建
て
ら
れ
て
い
た
。
松
山
に

は
、
名
古
屋
城
側
か
ら
見
て
蓮
池
を
挟
ん
で
向
こ
う
側
に
位
置
し
て
い
た
た
め
「
向

ふ
島
」
と
い
う
別
称
が
あ
り
、
松
山
茶
屋
も
「
向
ふ
島
御
茶
屋
」
と
呼
ば
れ
て
い

た
。「
下
御
深
井
図
面
」
を
見
る
と
、
蓮
池
が
入
り
組
ん
で
奥
ま
っ
た
場
所
に
建
っ

て
お
り
、
南
を
蓮
池
、
北
と
東
を
松
林
に
囲
ま
れ
た
自
然
豊
か
な
景
観
を
備
え
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。
松
山
茶
屋
の
創
建
は
庭
園
が
造
営
さ
れ
て
間
も
な
い
寛
永
十
五

年
（
一
六
三
八
）
で
、
将
軍
か
ら
の
上
使
を
も
て
な
す
場
所
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
ま
で
は
上
使
を
も
て
な
す
た
め
の
場
と
し
て
使
わ
れ
て
い

た
由
緒
あ
る
茶
席
で
あ
る
。

（23）

（24）

（19）

（20）

（21）

（22）
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表一　蓮池利用記事

表二　茶席利用記事

番号 年月日 西暦 内容 出典

史料14 文化8年6月9日 1811
御年寄衆が下御庭を拝見、
竹竹長長押押茶茶屋屋で酒振舞

尾2-51-3

史料15 文化8年7月9日 1811
御側大寄合が下御庭を拝見、
竹竹長長押押茶茶屋屋で酒振舞

尾2-51-3

史料16 文政6年5月23日 1823 斉朝の御成、竹竹長長押押御御釣釣場場で釣り 尾2-60-4

史料17 文化8年7月21日 1811
瀬戸茶屋の修復出来
斉朝が瀬瀬戸戸茶茶屋屋に御成

尾2-51-3

史料18 文政6年2月27日 1823 菊花御覧に引き続き瀬瀬戸戸茶茶屋屋で歓待 尾2-60-2

史料19 文政8年4月7日 1825
御年寄衆が下御庭拝見、
竹竹長長押押・瀬瀬戸戸茶茶屋屋で干菓子振舞

尾2-62-2

史料20 文政8年6月9日 1825
重臣衆が陶物細工所拝見、
瀬瀬戸戸茶茶屋屋で茶振舞

尾2-62-4

史料21 文政10年4月13日 1827 斉朝の御成、瀬瀬戸戸茶茶屋屋で花見 尾2-64-2

※出典はすべて「尾州御留守日記」（徳川林政史研究所所蔵）の整理番号。
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二
代
藩
主
光
友
時
代
の
下
御
深
井
御
庭
と
み
ら
れ
る
図
面
に
描
か
れ
た
竹
長
押
茶
屋

と
間
取
り
が
一
致
し
て
い
る
た
め
、竹
長
押
茶
屋
の
平
面
図
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

「
下
御
深
井
図
面
」
の
間
取
り
と
比
較
す
る
と
、
東
側
の
御
勝
手
の
構
造
が
異
な
る

が
、
蓮
池
の
水
上
に
張
り
出
す
よ
う
に
設
け
ら
れ
た
御
上
段
の
構
造
は
一
致
し
て
い

る
。
御
上
段
は
南
向
き
で
、
着
座
し
た
と
き
は
水
堀
を
挟
ん
で
天
守
を
眺
め
る
こ
と

が
で
き
た
。
ま
た
御
上
段
北
側
の
蓮
池
側
に
も
、入
側
と
く
れ
縁
が
付
属
し
て
お
り
、

裏
戸
を
開
け
て
蓮
池
の
水
面
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
に
な
っ
て
い
た
。

　

次
に
引
用
す
る
記
事
に
は
、
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
六
月
と
七
月
に
、
御
庭
拝

見
に
訪
れ
た
重
臣
衆
に
対
し
て
、
竹
長
押
茶
屋
で
酒
肴
が
振
る
舞
わ
れ
た
記
事
が
確

認
で
き
る
。

【
史
料
14
】「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
化
八
年
六
月
九
日

一
昼
後
下
御
庭
江
被
為　

成
、
御
年
寄
衆
一
統
被
為　

召
候
而
吸
物
御
酒
其
外
被
下

候
事

　
　

但　

御
先
江
一
統
御
庭
江
被
相
廻
候
付
、
頭
取
案
内
い
た
し
且
御
側
御
用
人
両

人
も
相
越
相
伴
い
た
し
候
御
庭
ニ
而
羽
折
冠
笠
と
も　

御
免
ニ
相
成
其
趣
於
竹

長
押
申
談
候
、
退
出
之
儀
ハ
高
麗
御
門
ゟ
一
統
被
罷
出
候
事

【
史
料
15
】「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
化
八
年
七
月
九
日

一
大
寄
合
初
御
用
人
一
統
於
竹
長
押
御
茶
屋
御
酒
御
吸
物
等
け
し
き
被
下
置
御
庭
内

幷
御
深
井
乗
船
夫
々
拝
見
相
済
申
候

　
　

但
右
ニ
付
召
上
り
物
之
け
し
き
左
之
通

　
　

一　

御
酒　
　
　

一
〔
御
す
ま
し
〕
御
吸
物　

一
御
硯
蓋　

一
御
鉢
肴

　
　

一　

御
そ
は　
　

一
〔
み
そ
〕
御
吸
物　
　
　

一
御
飯
〔
外
二
御
小
重
詰
添
〕

一　

御
さ
し
み　

一
御
菓
子

　

右
被
下
之
品
夫
々
被
下
置
候

　

同
年
七
月
に
瀬
戸
茶
屋
が
修
復
さ
れ
て
以
降
は
、
こ
う
し
た
饗
応
は
瀬
戸
茶
屋
で

行
わ
れ
る
た
め
、
竹
長
押
茶
屋
は
瀬
戸
茶
屋
が
使
え
な
い
場
合
の
饗
応
場
所
で
あ
っ

た
と
推
測
さ
れ
る
。

ま
た
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）、
斉
朝
が
下
御
深
井
御
庭
に
御
成
を
し
た
際
に
は
、

竹
長
押
茶
屋
の
「
御
釣
場
」
に
幕
を
張
る
よ
う
指
示
が
出
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
16
】
文
政
六
年
五
月
二
十
三
日

一
今
日
昼
後
下
御
庭
江
可
被
為　

成
旨
仰
出
候
付
、
如
例
申
通
候

　
　

但
、
御
鷹
ハ
不
相
廻
、
御
殺
生
ハ
有
之
筈
ニ
候

一
竹
長
押
御
茶
屋
御
釣
場
ニ
幕
為
張
候
儀
、
役
懸
り
ニ
而
為
取
納
御
作
事
方
為
運
合

候

　
「
下
御
深
井
図
面
」
に
描
か
れ
た
竹
長
押
茶
屋
を
み
る
と
、
蓮
池
に
張
り
出
し
た

建
物
を
巡
る
よ
う
な
形
で
水
面
が
土
居
で
囲
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ

の
記
事
を
考
慮
す
る
と
、
御
上
段
の
北
側
は
蓮
池
に
面
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
釣

場
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

　

ウ　

瀬
戸
茶
屋

　

瀬
戸
茶
屋
は
蓮
池
の
北
東
に
建
っ
て
い
た
茶
席
で
、
建
物
の
北
東
に
あ
っ
た
陶
窯

を
持
つ
築
山
「
瀬
戸
山
」
に
由
来
す
る
。「
下
御
深
井
図
面
」
と
「
瀬
戸
御
茶
屋
絵
図
」

（25）

（26）

（27）



66

一
今
日
加
判
御
年
寄
衆
御
庭
之
桜
花
幷
下
御
庭
も
拝
見
被　

仰
付
筈
ニ
付
、
其
段
相

達
諸
事
手
當
方
之
儀
前
廣
ニ
夫
々
申
談
候
、
且
霜
傑
多
春
園
御
茶
屋
御
飾
等
之

儀
も
御
数
寄
屋
頭
江
兼
而
申
談
置
候

　
　

但
、
下
御
庭
御
茶
屋
之
儀
者
、
瀬
戸
御
茶
屋
計
為
明
候
事

一
右
御
入
用
御
肴
左
之
通
今
日
早
朝
相
廻
候
様
、
御
鷹
匠
頭
江
一
昨
日
申
遣
候

　
　

大
鯉
〔
小
振
ニ
候
ヘ
ハ
三
本
〕　

弐
本

一
山
城
守
殿
初
退
出
ゟ
上
御
庭
御
花
拝
見
、
夫
ゟ
下
御
庭
江
被
相
越
、
瀬
戸
御
茶
屋

ニ
而
煎
茶
皿
菓
子
被
下
置
、
相
済
而
、
再
上
御
庭
江
被
移
、
於
多
春
園
御
酒
吸

物
等
種
々
被
下
置
候

　
　

但
、
役
懸
留
ニ
委
為
記
付
、
爰
ニ
略

　

瀬
戸
茶
屋
で
の
歓
待
後
は
、
再
び
二
之
丸
御
庭
の
多
春
園
に
移
動
し
て
酒
肴
が
振

る
舞
わ
れ
て
お
り
、
二
之
丸
を
含
め
た
拝
見
の
順
路
が
確
認
で
き
る
。

　

文
政
六
年
以
降
も
御
庭
拝
見
が
行
わ
れ
た
際
に
は
、
瀬
戸
茶
屋
が
饗
応
の
場
と
し

て
使
わ
れ
た
。
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
四
月
の
年
寄
衆
に
よ
る
御
庭
拝
見
で
は
、

松
山
・
瀬
戸
・
竹
長
押
の
三
茶
屋
を
巡
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
が
、
煎
茶
や
煙
草

盆
、
干
菓
子
が
振
る
舞
わ
れ
た
の
は
瀬
戸
茶
屋
で
、
手
水
所
が
設
け
ら
れ
た
の
も
瀬

戸
茶
屋
だ
け
で
あ
っ
た
。
以
降
の
記
事
で
も
瀬
戸
茶
屋
の
み
が
饗
応
場
と
さ
れ
て
お

り
、
三
茶
屋
の
中
で
も
特
別
な
扱
い
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

 
【
史
料
19
】「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
政
八
年
四
月
七
日

一
今
日
昼
後
御
年
寄
衆
下
御
庭
拝
見
為
仕
候
様
兼
而
被　

仰
付
置
候
付
昼
後
御
庭
向

宜
段
奥
坊
主
を
以
御
用
部
屋
江
申
入
、
無
程
山
城
守
殿
縫
殿
頭
殿
淡
路
守
殿
靱

負
殿
被
相
越
、
且
御
用
人
渡
辺
半
十
郎
千
賀
與
八
郎
佐
藤
源
左
衛
門
も
一
緒
ニ

に
描
か
れ
た
茶
席
を
み
る
と
、
建
物
の
南
西
側
が
蓮
池
の
水
面
に
張
り
出
し
て
い
た

こ
と
が
分
か
る
。
御
上
段
は
北
西
に
あ
り
、
南
向
き
に
蓮
池
を
眺
め
る
よ
う
な
構
造

に
な
っ
て
い
た
。
着
座
し
て
南
西
方
向
を
見
る
と
、
水
面
越
し
に
天
守
を
眺
め
る
こ

と
が
で
き
た
。
ま
た
、
御
上
段
の
南
隣
に
は
蓮
池
に
沿
う
よ
う
な
形
を
し
た
御
座
敷

が
あ
り
、
さ
ら
に
御
座
敷
と
直
接
つ
な
が
っ
た
く
れ
縁
が
水
面
上
に
張
り
出
す
よ
う

な
構
造
に
な
っ
て
い
た
。
瀬
戸
茶
屋
の
く
れ
縁
は
座
敷
よ
り
も
広
く
、
高
欄
が
付
い

て
い
た
。
く
れ
縁
の
南
側
に
は
先
述
し
た
「
御
上
リ
場
」
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
建

物
か
ら
直
接
船
に
乗
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

瀬
戸
茶
屋
は
他
の
茶
席
よ
り
も
眺
望
が
よ
く
、
斉
朝
時
代
以
前
か
ら
饗
応
の
場
と

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
竹
長
押
茶
屋
の
項
で
も
触
れ
た
が
、
斉
朝
の
初
入

国
に
合
わ
せ
て
茶
屋
が
修
復
さ
れ
た
と
み
ら
れ
、
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
七
月
に

修
復
が
完
了
し
、
瀬
戸
茶
屋
へ
の
初
御
成
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

【
史
料
17
】「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
化
八
年
七
月
二
十
一
日

一
午
後
下
御
庭
江
被
為　

成
、
瀬
戸
御
茶
屋
御
作
事
皆
出
来
ニ
而
初
而
被
成
候
付
、

御
床
ニ
（
御
懸
物
掛
ケ
御
熨
斗
出
之
置
、
御
）
数
寄
屋
御
弁
当
之
外
御
酒
御
吸

物
御
口
取
一
種
差
上
候
、
御
次
向
江
も
御
酒
御
肴
一
種
被
下
之
候

　

ま
た
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
に
二
之
丸
御
庭
で
重
臣
た
ち
に
よ
る
桜
花
拝
見

が
行
わ
れ
た
際
は
、
重
臣
た
ち
が
花
見
後
に
下
御
深
井
御
庭
へ
と
移
動
し
て
瀬
戸
茶

屋
で
饗
応
を
受
け
、
煎
茶
と
皿
菓
子
が
振
る
舞
わ
れ
た
。

【
史
料
18
】「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
政
六
年
二
月
二
十
七
日
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相
越
候
付
、
中
野
惣
右
衛
門
案
内
ニ
而
、
中
御
座
之
間
御
内
渕
橋
ゟ
下
御
庭
江

被
相
越
、
瀬
戸
於
御
茶
屋
煎
茶
煙
草
盆
干
菓
子
為
出
之
、
夫
ゟ
御
庭
向
拝
見
相
済
、

於
竹
之
間
右
御
礼
被
申
上
候
付
及
言
上
候

一
右
ニ
付
、
奥
坊
主
壱
人
御
用
部
屋
懸
り
奥
坊
主
壱
人
召
連
、
相
越
夫
々
為
取
扱
候

一
御
庭
向
御
茶
屋
々
々
御
掃
除
等
之
儀
、
兼
而
御
庭
預
同
心
組
頭
江
申
談
置
渡
、
舟

之
儀
ハ
斎
藤
鉄
蔵
へ
申
談
候

　
　

但
、
松
山
瀬
戸
竹
長
押
御
茶
屋
之
儀
、
御
掃
除
而
已
為
取
計
、
御
飾
之
儀
者
不　
　

　
　

為
致
候

一
御
次
御
手
水
所
之
儀
、
瀬
戸
御
茶
屋
ニ
手
当
為
致
置
候
事

【
史
料
20
】「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
政
八
年
六
月
九
日

一
今
日
願
済
之
上
、
昼
後
縫
殿
頭
殿
淡
路
頭
殿
靱
負
殿
、
於
下
御
庭
此
節
陶
物
被　

仰
付
候
付
、
細
工
所
為
拝
見
被
相
越
候

一
右
ニ
付
茶
多
葉
粉
等
瀬
戸
御
茶
屋
ニ
お
ゐ
て
差
出
方
御
数
寄
屋
江
為
申
談
候

【
史
料
21
】「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
政
十
年
四
月
十
二
日

一
明
十
三
日
下
御
庭
於
瀬
戸
御
茶
屋
、
御
花
見
有
之
筈
ニ
付
、
同
日
左
之
輩
下
御
庭

江
相
廻
候
間
、
高
麗
御
門
出
入
之
儀
御
賄
頭
ゟ
相
達
候
付
、
同
心
組
頭
江
書
付

を
以
申
談
候

　
　
　

御
臺
所
人
組
頭　

青
山
三
七

　
　
　

御
賄
人
組
頭　
　

岩
屋
十
左
衛
門

　
　
　

御
台
所
人　
　
　

真
野
半
右
衛
門

　
　
　

同　
　
　
　
　
　

佐
藤
廉
助

　
　
　

同　
　
　
　
　
　

飯
田
小
三
郎

　
　
　

御
賄
人　
　
　
　

上
野
七
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
間
遣　

三
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
中
間　

六
人

　

ま
た
、
斉
朝
の
没
後
に
あ
た
る
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
に
は
、
尾
張
藩
が
豪
商
・

富
農
に
献
金
を
募
っ
た
際
、
多
額
の
献
金
を
し
た
者
を
、
下
御
深
井
御
庭
に
招
き
入

れ
て
歓
待
を
お
こ
な
っ
た
。
招
待
客
は
茅
庵
御
門
か
ら
庭
内
に
入
り
下
御
深
井
御
庭

の
茶
席
を
巡
り
、
瀬
戸
茶
屋
で
饗
応
の
御
膳
を
振
る
舞
わ
れ
た
後
、
掛
軸
や
陶
磁
器

等
の
下
賜
品
が
与
え
ら
れ
た
。
瀬
戸
茶
屋
が
斉
朝
の
没
後
も
饗
応
場
と
し
て
使
わ
れ

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
事
例
で
あ
り
、
尾
張
藩
に
貢
献
し
た
町
人
た
ち
へ
の
褒
美
と

し
て
、
下
御
深
井
御
庭
の
拝
見
と
茶
席
で
の
振
舞
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

④
失
わ
れ
た
「
向
島
茶
屋
」

　

下
御
深
井
御
庭
の
茶
席
で
知
ら
れ
て
い
る
の
は
上
記
の
三
茶
席
だ
が
、
他
に
も
斉

朝
期
に
失
わ
れ
て
い
た
茶
席
や
、
新
た
に
設
置
さ
れ
た
茶
席
が
存
在
し
た
。

　

蓬
左
文
庫
が
所
蔵
す
る
「
御
樹
木
畑
之
図
」
に
よ
る
と
、
茅
庵
御
門
北
側
に
あ
っ

た
「
御
樹
木
畑
」
と
い
う
区
画
に
は
「
向
島
茶
屋
」
と
呼
ば
れ
た
茶
席
が
存
在
し
て

い
た
。
蓮
池
に
沿
っ
て
延
び
る
園
路
に
張
り
出
し
て
建
っ
て
お
り
、
西
側
か
ら
蓮
池

や
松
山
を
眺
め
る
構
造
に
な
っ
て
い
た
。「
下
御
深
井
図
面
」
に
描
か
れ
て
い
な
い

た
め
、
斉
朝
時
代
に
は
失
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
『
金
城
温
古
録
』
に
は
、
蓮
池
の
南
東
に
「
茅
庵
御
茶
屋
趾
」
と
い
う
茶
席
の
遺

構
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
茅
庵
御
茶
屋
」
は
、
蓬
左
文
庫
の
絵
図
に
あ

る
「
向
島
茶
屋
」
と
同
一
の
茶
席
だ
と
み
ら
れ
る
。『
金
城
温
古
録
』
で
は
茶
席
の

（28）
（30）

（29）
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（31）

（32）

（33）

（34）

温
古
録
』
に
は
登
場
し
な
い
も
の
の
、
尾
張
藩
が
作
成
し
た
領
内
屋
敷
に
関
す
る
留

書
で
あ
る
「
御
国
御
領
分
御
殿
御
屋
敷
等
当
時
存
亡
吟
味
之
留
」
に
あ
る
記
述
か
ら

建
物
の
来
歴
が
分
か
る
。

　

こ
の
茶
屋
は
、
元
々
は
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
に
九
代
藩
主
宗
睦
が
創
建
し
た

「
川
村
御
腰
懸
」で
あ
っ
た
。川
村
は
名
古
屋
城
北
東
に
あ
っ
た
庄
内
川
南
岸
の
村
で
、

御
用
水
の
取
水
口
で
あ
る
「
杁
」
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。『
金
城
温
古
録
』
に
よ
る

と
、
杁
の
南
に
は
「
御
腰
懸
」
と
呼
ば
れ
た
立
間
の
屋
敷
が
あ
り
、
内
藤
閑
水
（
東

甫
）
に
よ
っ
て
鮎
の
襖
絵
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
川
村
に
存
在

し
た
頃
の
建
物
の
様
子
が
分
か
る
。

　

川
村
は
龍
泉
寺
山
の
西
麓
に
あ
り
、
自
然
豊
か
な
土
地
で
あ
っ
た
。
宗
睦
時
代
に

は
鷹
狩
の
際
に
使
用
す
る
休
憩
場
所
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
が
、
斉
朝
の
家
督
相
続

以
降
は
川
村
に
鷹
狩
に
行
く
と
い
う
記
事
は
確
認
で
き
な
く
な
る
。

　

そ
の
後
、
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
に
は
、
大
風
雨
に
よ
っ
て
建
物
が
傾
い
た
と

さ
れ
、
天
保
九
年
に
は
下
御
深
井
御
庭
に
移
築
さ
れ
て
「
桜
道
新
御
茶
屋
」
と
改
称

さ
れ
た
。

　

桜
道
筋
は
、
松
山
の
西
か
ら
南
北
に
延
び
る
道
で
、
道
の
両
脇
に
桜
並
木
が
設
け

ら
れ
て
い
た
。
桜
道
筋
に
面
し
て
い
た
た
め
に
こ
の
名
前
が
付
け
ら
れ
た
と
み
ら
れ

る
。
こ
の
茶
席
の
用
途
に
つ
い
て
は
史
料
か
ら
は
確
認
で
き
な
い
が
、
杉
股
宿
や
松

山
周
辺
の
園
路
の
途
上
に
あ
る
休
憩
場
所
と
し
て
移
築
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
で
き

る
。

　
お
わ
り
に

　

斉
朝
時
代
の
下
御
深
井
御
庭
を
中
心
に
、
庭
園
に
あ
っ
た
景
勝
地
や
茶
席
の
利
用

毀
さ
れ
た
年
月
は
不
詳
と
さ
れ
て
い
る
が
、「
御
樹
木
畑
之
図
」
に
貼
ら
れ
た
付
箋

か
ら
、
向
島
茶
屋
が
失
わ
れ
た
時
期
が
特
定
で
き
る
。
付
箋
に
は
「
此
御
茶
屋
寅
之

年
勘
解
由
小
路
様
御
下
屋
敷
へ
被
遣
ル
、
但
御
勝
手
ハ
残
ル
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

勘
解
由
小
路
様
と
は
二
代
藩
主
光
友
の
側
室
で
あ
る
松
寿
院
の
こ
と
で
、
元
禄
六
年

（
一
六
九
三
）の
光
友
隠
居
後
、名
古
屋
城
下
に
設
け
ら
れ
た
下
屋
敷
に
移
り
住
ん
だ
。

松
寿
院
は
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
に
死
去
す
る
た
め
、
元
禄
六
年
か
ら
宝
永
二
年

ま
で
の
寅
年
は
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
十
七
世
紀

末
に
は
下
御
深
井
御
庭
か
ら
向
島
茶
屋
が
失
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

茶
席
が
移
築
さ
れ
た
後
も
、
茅
庵
御
門
の
番
所
裏
に
は
御
勝
手
部
分
の
み
が
残
さ

れ
て
い
た
。「
茅
庵
御
勝
手
之
図
」は
茶
席
移
築
以
降
に
作
成
さ
れ
た
図
面
と
み
ら
れ
、

「
御
樹
木
畑
之
図
」
で
描
か
れ
た
主
屋
の
裏
に
あ
る
御
勝
手
部
分
と
同
一
の
建
物
が

描
か
れ
て
い
る
。
御
勝
手
に
は
本
来
茶
席
と
つ
な
が
っ
て
い
た
御
取
付
之
間
と
い
う

部
屋
の
ほ
か
、
囲
炉
裏
の
あ
る
板
間
、
釜
の
あ
る
土
間
、
薪
小
屋
が
あ
り
、
雪
隠
も

多
数
存
在
し
て
い
た
。
用
途
は
不
明
だ
が
、
番
所
裏
の
詰
所
の
よ
う
な
形
で
使
わ
れ

て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、「
下
御
深
井
図
面
」
に
は
、
茅
庵
御
門
の
番
所
は
番
所
裏
に
御
勝
手
が
描

か
れ
て
い
な
い
。
御
樹
木
畑
は
文
政
十
一
年
（
一
八
三
一
）
以
降
、
斉
朝
の
隠
居
屋

敷
で
あ
る
新
御
殿
の
敷
地
に
含
ま
れ
た
た
め
、
茅
庵
御
勝
手
も
取
り
壊
さ
れ
た
と
み

ら
れ
る
。

　
⑤
移
築
さ
れ
た
「
桜
道
御
茶
屋
」

　
「
下
御
深
井
図
面
」
に
描
か
れ
た
杉
股
宿
の
北
東
に
は
、「
新
御
茶
屋
」
と
い
う
貼

紙
の
付
い
た
、
座
敷
二
間
の
小
さ
な
茶
席
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
茶
席
は
『
金
城
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に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
。
下
御
深
井
御
庭
は
藩
主
の
御
座
所
で
あ
る
二
之
丸
か
ら

最
も
近
い
自
然
豊
か
な
場
所
で
、
蓮
池
や
松
林
、
田
畠
を
備
え
た
憩
い
の
場
と
し
て

機
能
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
瀬
戸
茶
屋
や
竹
長
押
茶
屋
を
は
じ
め
と
す
る
茶
屋

で
は
、
女
中
や
重
臣
の
ほ
か
、
有
力
町
人
や
豪
農
が
饗
応
を
受
け
る
場
所
と
し
て
、

藩
主
の
私
的
空
間
と
し
て
の
傾
向
が
強
い
二
之
丸
御
庭
よ
り
も
外
部
に
開
か
れ
た
庭

園
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

　

ま
た
『
金
城
温
古
録
』
に
記
事
が
な
い
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
ま
で
紹
介
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
「
向
島
茶
屋
」
や
「
桜
道
新
茶
屋
」
と
い
っ
た
茶
席
も
庭
内
に
存
在
し
て

い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
斉
朝
を
は
じ
め
と
す
る
藩
主
の
意
向
に
よ
っ
て
、
御
庭

が
細
か
く
改
変
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
事
例
で
あ
る
。

　

今
回
は
、
斉
朝
が
藩
主
と
し
て
名
古
屋
と
江
戸
を
参
勤
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
文

化
八
年
か
ら
文
政
十
年
を
中
心
に
庭
園
の
利
用
を
紹
介
し
た
。
し
か
し
、
斉
朝
は
文

政
十
一
年
の
隠
居
後
、
嘉
永
三
年
に
死
去
す
る
ま
で
、
下
御
深
井
御
庭
の
西
隣
に
新

御
殿
を
設
け
て
名
古
屋
に
住
み
続
け
た
。
隠
居
後
も
杉
股
宿
・
達
磨
町
の
設
置
な
ど
、

下
御
深
井
御
庭
の
改
造
が
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
下
御
深
井
御
庭
の
利
用
を
さ
ら
に

検
討
す
る
に
は
、
斉
朝
隠
居
後
の
庭
園
利
用
に
つ
い
て
の
調
査
も
進
め
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

　

ま
た
、
文
政
八
年
の
事
例
で
見
た
よ
う
に
、
二
之
丸
御
庭
と
下
御
深
井
御
庭
を
移

動
し
て
の
御
庭
拝
見
も
実
施
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
二
つ
の
庭
園
は
名
古
屋
城
に
存
在

す
る
隣
り
合
っ
た
庭
園
で
あ
る
た
め
、
二
之
丸
庭
園
の
利
用
実
態
も
並
行
し
て
検
討

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
上
の
二
点
は
、
尾
張
藩
の
庭
園
を
研

究
す
る
う
え
で
の
課
題
で
あ
り
、
次
号
か
ら
の
論
考
で
も
着
目
し
て
い
き
た
い
。

註（
１
）
尾
張
藩
の
庭
園
に
つ
い
て
は
、
徳
川
美
術
館
特
別
展
図
録
『
江
戸
の
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド　

大
名
庭
園
』

（
二
〇
〇
四
年
）
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
下
御
深
井
御
庭
に
関
す
る
絵
図
類
の
研
究
は
、
内
藤
昌
編
『
日
本
名
城
集
成　

名
古
屋
城
』（
一
九
八
五

年
、
小
学
館
）、
御
庭
の
利
用
に
関
す
る
研
究
は
、
白
根
孝
胤
「
名
古
屋
城
庭
園
の
植
栽
空
間
と
徳
川
斉

朝
」（『
金
鯱
叢
書
』
第
四
十
一
輯
〈
二
〇
一
三
年
、
公
益
財
団
法
人
徳
川
黎
明
会
〉
所
収
）
で
そ
れ
ぞ

れ
検
討
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）
徳
川
斉
朝
（
一
七
九
三
～
一
八
五
〇
）。
尾
張
藩
十
代
藩
主
。
も
と
は
一
橋
治
国
の
実
子
。
藩
主
在
任
期

間
は
寛
政
十
二
年（
一
八
〇
〇
）～
文
政
十
年（
一
八
二
七
）。
隠
居
後
は
下
御
深
井
御
庭
の
西
側
に
あ
っ

た
新
御
殿
に
移
り
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
に
没
す
る
ま
で
名
古
屋
で
暮
ら
し
た
。

（
４
）『
金
城
温
古
録
』
第
五
十
之
冊
（
御
深
井
御
庭
）、
第
五
十
一
之
冊
（
御
深
井
御
新
田
）、
第
五
十
七
之
冊

（
御
用
水
江
・
大
幸
江
）（『
名
古
屋
叢
書
続
編 

第
十
六
巻 

金
城
温
古
録
（
４
）』〈
一
九
六
七
年
、
名
古

屋
市
教
育
委
員
会
編
〉
所
収
、
以
降
も
同
様
の
た
め
省
略
す
る
）。

（
５
）
前
掲
（
１
）
内
藤
論
文
で
は
、
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
「
新
御
殿
下
御
庭
御
町
家
造
墨
引
之
図
（
門
前

町
達
磨
町
）」
を
引
用
し
、
こ
れ
ら
の
町
屋
が
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
に
創
設
さ
れ
た
こ
と
が
紹
介
さ

れ
て
い
る
。

（
６
）
令
和
四
年
五
月
二
十
八
日
に
実
施
さ
れ
た
名
城
公
園
遺
跡
地
元
説
明
会
資
料
（
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ

ン
タ
ー
発
行
）
に
よ
る
。

（
７
）
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
所
蔵
（
図
九
五
八
）。

（
８
）
斉
朝
時
代
の
御
深
井
焼
に
つ
い
て
は
、
大
河
内
定
夫
「
御
深
井
焼
の
中
断
と
再
興
」（『
金
鯱
叢
書
』
第

七
輯
、
一
九
八
〇
年
）
で
検
討
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
今
回
は
紙
面
の
都
合
も
あ
り
省
い
た
が
、「
尾
州

御
留
守
日
記
」で
は
文
政
八
年（
一
八
二
三
）に
窯
屋
が
再
興
さ
れ
た
記
事
が
詳
し
く
確
認
で
き
る
た
め
、

次
号
以
降
で
検
討
し
た
い
。

（
９
）
徳
川
斉
荘
（
一
八
一
〇
～
一
八
三
五
）。
尾
張
藩
十
代
藩
主
。
も
と
は
十
一
代
将
軍
家
斉
の
実
子
。
藩
主

在
任
期
間
は
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
～
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）。

（
10
）「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
化
八
年
六
月
六
日
条
で
は
、
下
御
深
井
御
庭
を
訪
れ
た
斉
朝
が
作
人
に
声
を
か

け
て
交
流
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
11
）
前
掲
（
１
）
白
根
論
文
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
徳
川
林
政
史
研
究
所
所
蔵
「
尾
州
御
小
納
戸
日
記
」
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及
び
「
尾
州
御
留
守
日
記
」
を
み
る
と
、
斉
朝
は
年
間
三
〇
～
四
〇
回
ほ
ど
下
御
深
井
御
庭
に
御
成
を

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
年
に
よ
っ
て
頻
度
に
差
が
あ
る
が
、
女
中
や
重
臣
に
よ
る
下
御
庭

拝
見
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。

（
12
）
斉
朝
が
実
際
に
御
座
船
に
乗
っ
た
こ
と
が
分
か
る
記
事
は
確
認
で
き
な
い
が
「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文

政
六
年
七
月
十
三
日
条
で
は
「
御
庭
御
船
手
当
之
儀
如
例
中
西
林
左
衛
門
江
申
談
候
」
と
あ
り
、
女
中

が
下
御
深
井
御
庭
に
渡
る
際
は
船
に
乗
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
13
）『
金
城
温
古
録
』
第
五
十
二
之
冊
（
南
御
波
渡
場
・
北
御
波
渡
場
・
御
次
波
渡
場
・
御
船
番
所
・
御
船
蔵
）。

（
14
）
徳
川
美
術
館
蔵
「
正
保
四
年
名
古
屋
城
絵
図
」。

（
15
）『
金
城
温
古
録
』
第
五
十
之
冊
（
御
蓮
池
）。

（
16
）「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
政
四
年
七
月
十
三
日
条
。

（
17
）
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
所
蔵
（
図
五
一
三
）。

（
18
）『
金
城
温
古
録
』
第
五
十
之
冊
（
御
蓮
池
・　

菜
）。

（
19
）『
金
城
温
古
録
』
第
五
十
一
之
冊
、
松
山
御
茶
屋
。

（
20
）『
徳
川
実
紀
』
に
よ
る
と
、寛
永
十
五
年
六
月
に
池
田
帯
刀
（
長
賢
）、同
年
十
月
に
阿
部
対
馬
守
（
重
次
）

が
上
使
と
し
て
名
古
屋
城
を
訪
れ
て
い
る
。
ま
た
『
源
敬
様
御
代
御
記
録
』
で
は
、
接
待
場
所
は
二
之

丸
御
殿
の
対
面
所
と
だ
け
記
さ
れ
て
い
る
。

（
21
）
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
所
蔵
（
図
五
一
四
）。

（
22
）『
金
城
温
古
録
』
第
五
十
之
冊
（
竹
長
押
御
茶
屋
）。

（
23
）『
金
城
温
古
録
』
第
五
十
四
之
冊
（
御
船
番
所
古
体
）。

（
24
）
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
所
蔵
（
図
五
一
二
）。

（
25
）
名
古
屋
城
総
合
事
務
所
所
蔵
の
ガ
ラ
ス
乾
板
写
真
（「
徳
川
侯
爵
家
所
蔵
名
古
屋
城
古
図
」）
か
ら
、「
中

野
御
茶
屋
絵
図
」
の
間
取
り
と
同
様
の
建
物
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
な
お
、
竹
長
押

茶
屋
が
中
野
茶
屋
と
記
さ
れ
て
い
る
理
由
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

（
26
）『
金
城
温
古
録
』
第
五
十
一
之
冊
（
瀬
戸
御
茶
屋
）。

（
27
）
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
所
蔵
（
図
五
一
三
）。

（
28
）
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
所
蔵
「
青
窓
紀
聞
」
巻
四
十
四
に
は
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
に
来
訪
し
た
人

名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
尾
張
藩
の
御
用
達
商
人
の
関
戸
哲
太
郎
や
伊
藤
次
郎
左
衛
門
等
の
名
が
あ
り
、

瀬
戸
茶
屋
で
振
る
舞
わ
れ
た
献
立
の
内
容
も
分
か
る
。
ま
た
、
名
古
屋
市
博
物
館
所
蔵
の
岡
谷
惣
助
家

資
料
（「
嘉
永
六
年
五
月
三
日
名
古
屋
城
下
御
深
井
御
庭
拝
見
な
ら
び
に
拝
領
品
に
関
す
る
口
上
書
案
」、

翻
刻
が
徳
川
美
術
館
図
録
『
豪
商
の
た
し
な
み　

岡
谷
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
一
三
八
頁
に
所
収
）
に
は
、

茅
庵
御
門
か
ら
庭
内
に
入
っ
た
来
客
が
庭
内
を
回
遊
し
た
後
、
瀬
戸
御
茶
屋
で
下
賜
品
を
受
け
取
っ
た

様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
下
御
深
井
御
庭
の
利
用
と
有
力
町
人
の
関
係
に
つ
い
て
は

検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
た
め
、
次
年
度
以
降
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

（
29
）名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
所
蔵（
図
五
〇
五
）。
な
お
、同
館
所
蔵「
向
島
茶
屋
之
御
指
図
」（
図
五
二
〇
）に
は「
御

樹
木
畑
之
図
」
と
同
形
の
茶
席
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
の
茶
席
が
元
々
「
向
島
茶
屋
」
と
呼
ば
れ
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。

（
30
）『
金
城
温
古
録
』
第
五
十
之
冊
（
茅
庵
御
茶
屋
趾
）

（
31
）
一
六
二
七
～
一
七
〇
五
。
公
卿
・
樋
口
信
孝
の
娘
。
光
友
の
三
男
で
あ
る
松
平
義
昌
の
生
母
。
光
友
治

世
下
で
は
名
古
屋
城
に
居
住
し
、
三
の
丸
殿
と
呼
ば
れ
た
。

（
32
）
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
所
蔵
（
図
五
一
一
）。

（
33
）
徳
川
林
政
史
研
究
所
所
蔵
。

（
34
）「
金
城
温
古
録
」
第
五
十
七
之
冊
（
御
用
水
江
）
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図 1下御深井図面

図２松山御茶屋絵図



72

図３中野御茶屋絵図

図４瀬戸御茶屋絵図




